
・第１段階

（生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で市町村民税非課税の方等）

要介護１ 670 円 2,154 円 64,610 円

要介護２ 740 円 2,234 円 67,010 円

要介護３ 815 円 2,319 円 69,560 円

要介護４ 886 円 2,400 円 71,990 円

要介護５ 955 円 2,479 円 74,360 円

・第２段階

（公的年金等収入金額及びその他の収入の合計が８０万円以下の方等）

要介護１ 670 円 2,244 円 67,310 円

要介護２ 740 円 2,324 円 69,710 円

要介護３ 815 円 2,409 円 72,260 円

要介護４ 886 円 2,490 円 74,690 円

要介護５ 955 円 2,569 円 77,060 円

・第３段階①

要介護１ 670 円 2,994 円 89,810 円

要介護２ 740 円 3,074 円 92,210 円

要介護３ 815 円 3,159 円 94,760 円

要介護４ 886 円 3,240 円 97,190 円

要介護５ 955 円 3,319 円 99,560 円

・第３段階②

（公的年金等収入金額及びその他の収入の合計が１２０万円超の方等）

要介護１ 670 円 3,704 円 111,110 円

要介護２ 740 円 3,784 円 113,510 円

要介護３ 815 円 3,869 円 116,060 円

要介護４ 886 円 3,950 円 118,490 円

要介護５ 955 円 4,029 円 120,860 円

居住費
1日あたり １ヶ月あたり

１割負担 強化加算Ⅱ 加算Ⅱ(イ) 訓練加算Ⅰ 加算Ⅰ・Ⅱ 強化加算 サービス費 処遇改善加算含む （３０日）

介護保険 サービス
提供体制

夜勤職員
配置

個別機能 看護体制 栄養マネジ
メント

食　事
おやつ代

1日あたり １ヶ月あたり

（３０日）

（３０日）

880

円 100 円 1,370 円

1日あたり １ヶ月あたり

強化加算

栄養マネジ
メント

100 円11

加算Ⅰ・Ⅱ

※1日あたりの食費が限度額以下となった場合の１食当たりの単価は、朝食：475円、昼食：485円、夕食：485円となります。

看護体制

処遇改善加算含む

おやつ代 居住費
強化加算

　・療養食加算（厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合１回（食）６円加算されます。）

　・経口維持加算（Ⅰ）（摂食障害を有し、誤嚥が認められる方は1カ月４００円加算されます。）

 　 している場合、１日４０円加算されます。）

27 円 12

居住費おやつ代

22 円 27 円

（公的年金等収入金額及びその他の収入の合計が８０万円超１２０万円以下の方等）

円

処遇改善加算含む

1日あたり １ヶ月あたり

処遇改善加算含む （３０日）

※その他、個々の入所者に対し専門的なケアやサービスを提供した場合には以下のとおり個別に加算されます。

介護保険

※1日及び1カ月あたりの料金には　　　　　　　部分における費用の総額に、介護職員等処遇改善加算１４．０％が加算されます。

　・在宅・入所相互利用加算（複数の利用者が在宅期間及び入居期間（３ヶ月以内）を定めて、当該施設の居室を計画的に利用

強化加算Ⅱ
おやつ代

サービス
提供体制

夜勤職員
配置

個別機能
居住費

円

１割負担 加算Ⅱ(イ) 訓練加算Ⅰ

円 650

円

特別養護老人ホーム仁風園　長期入所（ユニット）利用料金表（1割負担）

個別機能 看護体制

１割負担 強化加算Ⅱ

22 円 19 円

加算Ⅱ(イ) 訓練加算Ⅰ 加算Ⅰ・Ⅱ

円22 円 27 19 円円 12 円

介護保険 サービス
提供体制

円100 円300

夜勤職員
配置

11 円

食　事

サービス費

390 円

１割負担 強化加算Ⅱ 加算Ⅱ(イ) 訓練加算Ⅰ 加算Ⅰ・Ⅱ サービス費

看護体制個別機能夜勤職員
配置

サービス
提供体制

介護保険

強化加算

栄養マネジ
メント

880

令和6年9月1日～

食　事

食　事

サービス費

22 円 27 円 12 円 19 円 11 円 1360

12 円 19 円 11

栄養マネジ
メント

円 100 円 1,370 円

　・初期加算（入所日から起算して３０日以内の期間については１日３０円加算されます。）

※1カ月あたり、科学的介護推進体制加算(４０円/月)・個別機能訓練加算Ⅱ(２０円/月)・協力医療機関連携加算（１００円/月）・

　　高齢者施設等感染対策向上加算（１０円/月）が加算されます。



・第４段階（市町村民税課税の方等）

要介護１ 670 円 4,485 円 134,540 円

要介護２ 740 円 4,565 円 136,940 円

要介護３ 815 円 4,650 円 139,490 円

要介護４ 886 円 4,731 円 141,920 円

要介護５ 955 円 4,810 円 144,290 円

円

サービス費 （３０日）

特別養護老人ホーム仁風園　長期入所（ユニット）利用料金表（1割負担）

栄養マネジ
メント

食　事 1日あたり １ヶ月あたり

強化加算 処遇改善加算含む

夜勤職員
配置

個別機能 看護体制

　・経口維持加算（Ⅰ）（摂食障害を有し、誤嚥が認められる方は1カ月４００円加算されます。）

加算Ⅰ・Ⅱ

※1日及び1カ月あたりの料金には　　　　　　　部分における費用の総額に、介護職員等処遇改善加算１４．０％が加算されます。

円

加算Ⅱ(イ) 訓練加算Ⅰ
おやつ代 居住費

　・初期加算（入所日から起算して３０日以内の期間については１日３０円加算されます。）
　・療養食加算（厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合１回（食）６円加算されます。）

１割負担

　・在宅・入所相互利用加算（複数の利用者が在宅期間及び入居期間（３ヶ月以内）を定めて、当該施設の居室を計画的
 　 に利用している場合、１日４０円加算されます。）

11 2,066

※その他、個々の入所者に対し専門的なケアやサービスを提供した場合には以下のとおり個別に加算されます。

22 円 27 円 12 円 19 円 円 1445 円 100

介護保険

強化加算Ⅱ

令和6年9月1日～

サービス
提供体制

※1日あたりの食費が限度額以下となった場合の１食当たりの単価は、朝食：475円、昼食：485円、夕食：485円となります。

　　高齢者施設等感染対策向上加算（１０円/月）が加算されます。

※1カ月あたり、科学的介護推進体制加算(４０円/月)・個別機能訓練加算Ⅱ(２０円/月)・協力医療機関連携加算（１００円/月）・



・第４段階（市町村民税課税の方等）

要介護１ 1340 円 5,359 円 160,750 円

要介護２ 1480 円 5,518 円 165,520 円

要介護３ 1630 円 5,689 円 170,650 円

要介護４ 1772 円 5,851 円 175,510 円

要介護５ 1910 円 6,008 円 180,220 円

特別養護老人ホーム仁風園　長期入所（ユニット）利用料金表（2割負担）

1日あたり １ヶ月あたり

処遇改善加算含む （３０日）

令和6年9月1日～

22 円 1445 円 100 円 2,066 円

栄養マネジ
メント

強化加算2割負担 強化加算Ⅱ 加算Ⅱ(イ) 訓練加算Ⅰ 加算Ⅰ・Ⅱ サービス費

24

※1日あたりの食費が限度額以下となった場合の１食当たりの単価は、朝食：475円、昼食：485円、夕食：485円となります。

おやつ代

円 38 円

※その他、個々の入所者に対し専門的なケアやサービスを提供した場合には以下のとおり個別に加算されます。

介護保険 サービス
提供体制

夜勤職員
配置

個別機能 看護体制 食　事

※1日及び1カ月あたりの料金には　　　　　　　部分における費用の総額に、介護職員等処遇改善加算１４．０％が加算されます。

]

居住費

44 円 54 円

　　高齢者施設等感染対策向上加算（2０円/月）が加算されます。

※1カ月あたり、科学的介護推進体制加算(80円/月)・個別機能訓練加算Ⅱ(40円/月)・協力医療機関連携加算（2００円/月）・

　・初期加算（入所日から起算して３０日以内の期間については１日６０円加算されます。）

　・療養食加算（厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合１回（食）１２円加算されます。）

　・経口維持加算（Ⅰ）（摂食障害を有し、誤嚥が認められる方は1カ月８００円加算されます。）

　・在宅・入所相互利用加算（複数の利用者が在宅期間及び入居期間（３ヶ月以内）を定めて、当該施設の居室を計画的

 　 に利用している場合、１日８０円加算されます。）



・第４段階（市町村民税課税の方等）

要介護１ 2120 円 6,231 円 186,930 円

要介護２ 2220 円 6,471 円 194,130 円

要介護３ 2445 円 6,727 円 201,810 円

要介護４ 2658 円 6,970 円 209,100 円

要介護５ 2865 円 7,206 円 216,180 円

特別養護老人ホーム仁風園　長期入所（ユニット）利用料金表（3割負担）

サービス費

１ヶ月あたり

（３０日）

看護体制 食　事
おやつ代 居住費

3割負担 強化加算Ⅱ 加算Ⅱ(イ) 訓練加算Ⅰ 加算Ⅰ・Ⅱ

※1日及び1カ月あたりの料金には　　　　　　　部分における費用の総額に、介護職員等処遇改善加算１４．０％が加算されます。

※その他、個々の入所者に対し専門的なケアやサービスを提供した場合には以下のとおり個別に加算されます。

　・初期加算（入所日から起算して３０日以内の期間については１日９０円加算されます。）

　・療養食加算（厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合１回（食）１８円加算されます。）

　・経口維持加算（Ⅰ）（摂食障害を有し、誤嚥が認められる方は1カ月１２００円加算されます。）

　・在宅・入所相互利用加算（複数の利用者が在宅期間及び入居期間（３ヶ月以内）を定めて、当該施設の居室を計画的

 　 に利用している場合、１日１２０円加算されます。）

円 1445 円 100 円 2,066 円円 81 円 36 円 57 円 33

　　高齢者施設等感染対策向上加算（3０円/月）が加算されます。

令和6年9月1日～

※1日あたりの食費が限度額以下となった場合の１食当たりの単価は、朝食：475円、昼食：485円、夕食：485円となります。

※1カ月あたり、科学的介護推進体制加算(120円/月)・個別機能訓練加算Ⅱ(6０円/月)・協力医療機関連携加算（3００円/月）・

66

栄養マネジ
メント

強化加算

1日あたり

処遇改善加算含む

介護保険 サービス
提供体制

夜勤職員
配置

個別機能


